
嘉島町営住宅入居者募集について 

 

 このことについて、下記のとおり入居申し込みを受け付けますので、希望される方は、

嘉島町建設課まで申し込まれますようお知らせします。申込み用紙は役場建設課又は町の

ホームページからも取得できます。 

 

１．受付期間 令和６年６月３日(月)～令和６年６月２４日(月)  土・日・祝日除く。 

※郵送の場合は６月２３日消印有効 

 

２．受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（午後 0時～午後 1時除く） 

 

３．受付場所 嘉島町役場 １階 建設課 管理係 

 

４．抽 選 会 募集戸数より申込が上回る場合は、公開抽選会を行います。 

日時：令和６年７月３１日(水) 午前１０時～１時間程度 

場所：嘉島町役場 ２階大会議室 

 

５．空家（募集）団地明細 

団地名 
募集

戸数 

建築年度 

規模等 

家賃額  

(円) 
駐車場 設備等 

荒尾団地(8・9号棟) 

上六嘉 2103番地 1 

2LDK 

2戸 

令和元年度 65㎡/戸 

木造・戸建て・平屋 

22,800円 

～ 

34,000円 

有（２台） 

月額 1,000円／台 

バス・トイレ別 

プロパンガス 

荒尾団地(12号棟) 

上六嘉 2103番地 1 

3LDK 

1戸 

令和元年度 73㎡/戸 

木造・戸建て・平屋 

25,700円 

～ 

38,300円 

有（２台） 

月額 1,000円／台 

バス・トイレ別 

プロパンガス 

門ノ久団地(2号棟) 

上島 183番地 

2LDK 

1戸 

令和元年度 65㎡/戸 

木造・戸建て・平屋 

22,800円 

～ 

34,000円 

有（２台） 

月額 1,000円／台 

バス・トイレ別 

プロパンガス 

浮明団地(4・8号棟) 

鯰 1907番地 3 

2LDK 

２戸 

令和元年度 65㎡/戸 

木造・戸建て・平屋 

22,800円 

～ 

34,000円 

有（２台） 

月額 1,000円／台 

バス・トイレ別 

プロパンガス 

蔵園団地(9号棟) 

上島 2612番地 

2LDK 

１戸 

令和元年度 65㎡/戸 

木造・戸建て・平屋 

22,800円 

～ 

34,000円 

有（２台） 

月額 1,000円／台 

バス・トイレ別 

プロパンガス 

 

 

 

裏面へ 

【お申込み・お問い合わせ先】  

嘉島町役場 建設課 管理係 TEL ０９６－２３７－２６１９ 



６．入居者資格 

(１) 町内に住所を有する方で、税金を滞納していない方。（申込受付開始日以降の転入

は該当いたしません。） 

(２) 同居又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある方、婚約者を含む。)がある方。＊単身入居の方は別途基準がありますので、

個別にご相談ください。 

(３) 入居者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

(４) 収入基準より所得が低い方。 

一般階層世帯(裁量階層に該当しない一般の世帯) 収入月額 １５８，０００円以下 

裁量階層世帯(障害者がいらっしゃる世帯・高齢者のみの世帯等) 収入月額 ２１４，０００円以下 

(５) 現に住宅に困窮していることが明らかな方。 

 

７．入居者の決定 

  入居者資格(１)～(５)に該当する申込者を審査し決定します。 

  ※募集戸数より申込が上回る場合は、公開抽選会により決定。 

 

８．入居予定時期  令和 6年 9月頃 

                                     

９．「提出書類一覧」 

※入居希望者は下記書類を一括して提出してください。 

提 出 書 類 
提 出 

部 数 
摘        要 

申込書 1部 役場建設課又は町のホームページから取得できます。 

現況調書 1部 役場建設課又は町のホームページから取得できます。 

住民票謄本 1部 
世帯全員の住民票の写し。＊マイナンバー記載有のもの 

役場町民保険課で発行されます(有料) 

所得課税証明書等 1部 
世帯全員の収入がわかるもの。 

所得課税証明書は役場税務課で発行されます(有料) 

納税証明書 1部 
滞納がない証明書（入居する課税対象者世帯全員分） 

役場税務課で発行されます(有料) 

その他 
必要に

応じて 

・婚約予定者は、婚姻予約確認書 

・入居予定者で生活保護を受けているものは、生活保護

受給証明書 

・入居予定者（世帯主本人）で、寡婦又は寡夫に該当す

るものがあれば、戸籍抄本 

・障害者（１～６級）があれば、障害者手帳の写し 


